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大熊町役場
〒９７９－１３０６
　大熊町大川原字南平 1717
会津若松出張所
〒９６５－０８７３
　会津若松市追手町 2-41
いわき出張所
〒９７０－１１４４
　いわき市好間工業団地 1-43
中通り連絡事務所
〒９６３－８０３５
　郡山市希望ケ丘 11-10

※会津若松出張所、いわき出張所は
　５月に移転します

 広報
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おお
 くま

　延期していた「大熊町教育施設等基本構想・基本計画に係る住民
説明会」を４月 25、26日に開催します。ご参加ください。

■４月 25日（土）
・午前 10時～ 11時 30分　大熊町役場いわき出張所
・午後２時 30分～４時　大熊町役場中通り連絡事務所
■４月 26日（日）
・午前 10時～ 11時 30分　大熊町役場会津若松出張所

問　大熊町役場　教育総務課　☎０２４２－２３－８０２５

大熊町教育施設等基本構想・基本計画

住民説明会を開催します
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合計所得金額（※） 減免割合
300万円以下 10分の 10

300万円超～ 400万円以下 10分の 9
400万円超～ 500万円以下 10分の 7.5
500 万円超～ 750万円以下 10分の 5
750万円超～1,000万円以下 10分の 2.5

1,000 万円超 10分の 1
※平成31年４月10日以降、避難指示解除区域（中屋敷・大川原
　地区）に転入された方のうち被災していない方は、減免の対象
　となりません
※繰越損失の申告をしている場合は、損失額を差し引く前の所得で
　判定します。譲渡所得の特別控除の申告をしている場合は、特
　別控除を差し引く前の所得で適用減免割合の判定をします

■個人住民税（町県民税）
　平成 31（令和元）年中の合計所得金額に応じて、次
のとおり減免となります。

　今年度の納期は次のとおりです。
・会社にお勤めの方で、給与から天引きとなる特別徴収
　の方は６月から令和３年５月までの年 12回です
・個人で納める普通徴収の方は６月、８月、10月、12
　月の年４回です
　平成 30年以前分の申告した方については、過年度分
として税額が発生する場合、７月から８月にかけて通知
する予定です（一括での納付となります）。

■法人町民税	
　平成 31年度と同様に、震災以降、町に休業届を提出
し休業状態にある（東京電力ホールディングスより営業
補償を受領し、法人税（国税）の申告が必要な場合等を
除く）、もしくは避難先（移転営業先）の市町村に対し
て法人住民税を申告・納付されている場合、大熊町の法
人町民税均等割について減免となります。
　なお、減免の適用を受ける際は、確定申告書と併せて
「減免申請書」の提出が必要となります。

■固定資産税
　大熊町内の土地・家屋に係る固定資産税については、
以下の通りです。なお、法人や個人事業主が本来の用途
に使用している償却資産については通常課税されます。
＜帰還困難区域＞
　土地および家屋に係る固定資産税は課税免除されま
す。ただし北原５、７、11、15、18、21 ～ 25 の地
番内の土地および家屋は課税されます。
＜避難指示解除区域＞
　土地および家屋に係る固定資産税は、地方税法の規定

により２分の１に減額され、残額は町の条例により全額
減免されます。
※５月中旬に、税額通知書と減免通知書を送付します

■軽自動車税
　４月１日現在帰還困難区域に放置したまま使用してい
ない車両は平成 31年度と同様、申請により減免となり
ます。避難指示解除区域に放置されている車両は、通常
課税されます。
　納税通知は５月初めに送付します。

■国民健康保険税
　国民健康保険税は世帯主が納税義務者のため、平成
23年３月 11日時点での世帯主の住民票の住所により
減免を行います。
・帰還困難区域に住所を有する世帯は、平成 31年度と
　同様に全額減免されます
・避難指示解除区域に住所を有する世帯は、国民健康保
　険に加入している方の令和元年中の所得合計が 600
　万円を超える世帯または未申告者がいる世帯は９月ま
　で減免となり、10月分以降は通常課税されます。そ
　れ以外の世帯は全額減免されます
・被災していない世帯主が避難指示解除後に転入した場
　合は通常課税されます
※納税通知と対象者の減免通知書は７月に送付します

～所得申告がお済みでない方へ～
　申告をされていませんと、所得証明書などの公的証明
書が発行できませんのでご注意ください。
　なお、収入が給与のみで年末調整が済んでいる方、収
入が年金のみで 400万以下の方は申告不要です。
※東京電力から給与・事業・不動産・農業所得などの減
　収分の補填を受けた方につきましては、収入として申
　告が必要となります
※令和２年度所得証明書等については、特別徴収の方は
　5月中旬、普通徴収の方は6月中旬の発行可能となる
　予定です
問　大熊町役場　税務課　賦課係
☎０２４０－２３－７１５４

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度～
国２分の１
減額

国２分の１
減額

国２分の１
減額

通常課税町２分の１
減免 ２分の１課税 ２分の１課税

令和２年度の町税について
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　東日本大震災復興特別区域法（平成
23年法律第 122号）第 48条第４項
の規定により、次のとおり「富岡都市
計画　下野上地区　一団地の復興再生
拠点市街地形成施設」を決定および「富
岡都市計画　都市計画道路佐山沢鈴内
線（町道）」を変更するため当該都市
計画の案を次のとおり縦覧します。

■縦覧する案件
【富岡都市計画下野上地区一団地の復
興再生拠点市街地形成施設の決定】
・都市計画図書（計画書、総括図、計
　画図、住民説明会以降の変更箇所）
【富岡都市計画　都市計画道路　佐山
沢鈴内線（町道）の変更】
・都市計画図書（計画書、総括図、計
　画図）
※正式な図面は縦覧場所にあります
■縦覧期間
　４月16日（木）～ 30日（木）午前

８時 30分～午後５時 15分（土日祝
日を除く）
■縦覧場所　
　大熊町役場本庁舎、会津若松出張所、
いわき出張所、中通り連絡事務所
■意見書について
　縦覧期間中、都市計画の変更案につ
いて意見のある方は、大熊町に対し意
見書を提出できます。提出できる方は、
大熊町の住民および利害関係人です。
　提出されたご意見は、大熊町の都市
計画審議会の議を経ることとされてお
り、その要旨を審議の判断材料の一つ
として審議会に提出します。
■意見書の提出期間・方法
　縦覧場所に備え付けの様式に意見を
記入し、復興事業課まで提出してくだ
さい。任意の様式でも提出可能です。
都市計画の案件名を明記の上、住所・
氏名・電話番号を記載してください。
氏名が自筆の場合は押印不要です。
・方法
　郵送、持参

・期間
　４月 16日（木）～ 30日（木）
※郵送の場合は４月 30日消印有効、
　持参の場合は土日祝日を除く午前８
　時 30分～午後５時 15分
・提出先
　大熊町役場　復興事業課
　〒９７９―１３０６
　大熊町大川原字南平１７１７
問　大熊町役場復興事業課　復興係
☎０２４０－２３－７０６８

都市計画案の縦覧

※説明会後に、企業誘致等を踏まえ原地
　区の調整池の位置を変更しました
　（■部分が調整池です）
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平日
大野駅 大熊町役場 大川原

復興住宅 富岡郵便局 富岡中央
医院

さくら
モール 富岡駅

6:55 7:08 7:10 7:25 7:27 7:29 7:31

8:15 8:28 8:30 8:45 8:47 8:49 8:51

8:55 9:08 9:10 9:25 9:27 9:29 9:31

11:20 11:33 11:35 ― ― ― ―

11:50 12:03 12:05 12:20 12:22 12:24 12:26

13:20 13:33 13:35 ― ― ― ―

14:45 14:58 15:00 ― ― ― ―

16:20 16:33 16:35 16:50 16:52 16:54 16:56

17:44 17:57 17:59 18:14 18:16 18:18 18:20

19:10 19:20 19:22 ― ― ― ―

19:45 19:58 20:00 ― ― ― ―

21:25 21:38 21:40 ― ― ― ―

土日祝日
大野駅 大熊町役場 大川原

復興住宅 富岡郵便局 富岡中央
医院

さくら
モール 富岡駅

8:35 8:48 8:50 9:05 9:07 9:09 9:11

11:45 11:58 12:00 12:15 12:17 12:19 12:21

16:25 16:38 16:40 ― ― ― ―

17:50 18:03 18:05 18:20 18:22 18:24 18:26

19:45 19:58 20:00 ― ― ― ―

富岡駅 さくら
モール

富岡中央
医院 富岡郵便局 大川原

復興住宅 大熊町役場 大野駅

― ― ― ― 6:10 6:12 6:25

7:55 7:57 7:59 8:01 8:16 8:18 8:31

9:00 9:02 9:04 9:06 9:21 9:23 9:36

10:20 10:22 10:24 10:26 10:41 10:43 10:56

― ― ― ― 12:20 12:22 12:35

13:10 13:12 13:14 13:16 13:31 14:00 14:13

― ― ― ― 15:25 15:27 15:40

― ― ― ― 16:25 16:27 16:40

17:15 17:17 17:19 17:21 17:36 17:38 17:51

18:34 18:36 18:38 18:40 18:55 18:57 19:10

― ― ― ― 20:20 20:22 20:35

富岡駅 さくら
モール

富岡中央
医院 富岡郵便局 大川原

復興住宅 大熊町役場 大野駅

― ― ― ― 7:35 7:37 7:50

10:20 10:22 10:24 10:26 10:41 10:43 10:56

13:10 13:12 13:14 13:16 15:25 15:27 15:40

― ― ― ― 16:50 16:52 17:05

18:40 18:42 18:44 18:46 19:01 19:03 19:16

　現在運行中の生活循環バスは、４月
１日からダイヤが変更となりました。
これに伴い、停車順も一部変更があり
ます。ご注意の上、ご利用ください。
　生活循環バスは運賃無料、誰でもご
利用でき、年中無休です。
問　大熊町役場　企画調整課
☎０２４０－２３－７５８４

生活循環バス

新ダイヤで運行中
～ご利用ください～

下
野
上
２
区
総
会

延
期
の
お
知
ら
せ

大
熊
町
便
利
帳

同
封
し
ま
し
た


